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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに複数のＩＰ電話機が接続され、前記ネットワークとは別の他のネットワ
ークには、ＤＨＣＰサーバー及び前記ＩＰ電話機を集中管理するためのセンター装置が接
続され、前記別々のネットワークをルーターによって中継する通信ネットワークシステム
であって、
　前記複数のＩＰ電話機には、ＤＨＣＰサーバー機能及びＤＨＣＰリレーエージェント機
能が内蔵されており、
　予め前記複数のＩＰ電話機のうち１つのＩＰ電話機に前記センター装置に接続するため
の基本情報及び端末固有情報が設定され、当該ＩＰ電話機をマスター電話機として他のＩ
Ｐ電話機の設定を行う設定手段を有し、
　前記設定手段は、前記ＩＰ電話機がＤＨＣＰリレーエージェントとして動作し、前記他
のネットワークに接続されたＤＨＣＰサーバーと通信することにより他のＩＰ電話機に前
記基本情報の設定を行い、且つ、前記ＩＰ電話機がＤＨＣＰサーバーとして動作すること
により他のＩＰ電話機に前記端末固有情報の設定を行うことを特徴とする通信ネットワー
クシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載の通信ネットワークシステムであって、
　前記マスター電話機となるＩＰ電話機は、前記基本情報及び端末固有情報の設定を行う
に先だって、予め前記基本情報及び端末固有情報を用いて前記センター装置と接続を試み
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、該接続が正常に行われたことを確認した後に前記基本情報及び端末固有情報を他のＩＰ
電話機に設定することを特徴とする通信ネットワークシステム。
【請求項３】
　前記基本情報には、ＩＰアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、ＤＮ
Ｓサーバーアドレス、ドメイン名又はＳＩＰサーバーが含まれていることを特徴とする請
求項１又は２に記載の通信ネットワークシステム。
【請求項４】
　前記端末固有情報には、Ethernet（登録商標）設定（Speed/Duplex）、ポート設定（RT
P/SIP/HTTP）、音声品質設定（ToS値/音声レベル）、エリアID（設置した国情報）、暗号
化設定、NAT設定又はセキュリティ設定が含まれていることを特徴とする請求項１乃至３
の何れか１項に記載の通信ネットワークシステム。
【請求項５】
　ネットワークに複数のＩＰ電話機が接続され、前記ネットワークとは別の他のネットワ
ークには、ＤＨＣＰサーバー及び前記ＩＰ電話機を集中管理するためのセンター装置が接
続され、前記別々のネットワークをルーターによって中継する通信ネットワークシステム
の端末設定方法であって、
　前記複数のＩＰ電話機には、ＤＨＣＰサーバー機能及びＤＨＣＰリレーエージェント機
能が内蔵されており、
　予め前記複数のＩＰ電話機のうち１つのＩＰ電話機に前記センター装置に接続するため
の基本情報及び端末固有情報が設定され、当該ＩＰ電話機をマスター電話機として他のＩ
Ｐ電話機の設定を行う設定手段を有し、
　前記設定手段により、前記ＩＰ電話機がＤＨＣＰリレーエージェントとして動作し、前
記他のネットワークに接続されたＤＨＣＰサーバーと通信することにより他のＩＰ電話機
に前記基本情報の設定を行う工程と、
　前記ＩＰ電話機がＤＨＣＰサーバーとして動作することにより他のＩＰ電話機に前記端
末固有情報の設定を行う工程とを含むことを特徴とする通信ネットワークシステムの端末
設定方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の通信ネットワークシステムの端末設定方法であって、
　前記マスター電話機となるＩＰ電話機は、前記基本情報及び端末固有情報の設定を行う
に先だって、予め前記基本情報及び端末固有情報を用いて前記センター装置と接続を試み
、該接続が正常に行われたことを確認した後に前記基本情報及び端末固有情報を他のＩＰ
電話機に設定することを特徴とする通信ネットワークシステムの端末設定方法。
【請求項７】
　前記基本情報には、ＩＰアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、ＤＮ
Ｓサーバーアドレス、ドメイン名又はＳＩＰサーバーが含まれていることを特徴とする請
求項５又は６に記載の通信ネットワークシステムの端末設定方法。
【請求項８】
　前記端末固有情報には、Ethernet（登録商標）設定（Speed/Duplex）、ポート設定（RT
P/SIP/HTTP）、音声品質設定（ToS値/音声レベル）、エリアID（設置した国情報）、暗号
化設定、NAT設定又はセキュリティ設定が含まれていることを特徴とする請求項５乃至７
の何れか１項に記載の通信ネットワークシステムの端末設定方法。
【請求項９】
　ネットワークに複数のＩＰ電話機が接続され、前記ネットワークとは別の他のネットワ
ークには、ＤＨＣＰサーバー及び前記ＩＰ電話機を集中管理するためのセンター装置が接
続され、前記別々のネットワークをルーターによって中継する通信ネットワークシステム
、に接続される前記ＩＰ電話機であって、
　ＤＨＣＰサーバー機能及びＤＨＣＰリレーエージェント機能が内蔵されており、
　予め前記センター装置に接続するための基本情報及び端末固有情報が設定され、当該Ｉ
Ｐ電話機をマスター電話機として他のＩＰ電話機に前記基本情報及び端末固有情報の設定
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を行う設定手段を有し、
　前記設定手段は、当該ＩＰ電話機がＤＨＣＰリレーエージェントとして動作し、前記他
のネットワークに接続されたＤＨＣＰサーバーと通信することにより他のＩＰ電話機に前
記基本情報の設定を行い、且つ、当該ＩＰ電話機がＤＨＣＰサーバーとして動作すること
により他のＩＰ電話機に前記端末固有情報の設定を行うことを特徴とするＩＰ電話機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信ネットワークシステム、端末設定方法及びＩＰ電話機、特に、ＤＨＣＰ
（Dynamic Host Configuration Protocol）を用いて１台の端末に設定した情報を同一ネ
ットワーク内の他の端末に設定する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＴＣＰ／ＩＰネットワークに接続されているネットワーク端末に設定情報を伝達
するためには、ＤＨＣＰ（Dynamic Host Configuration Protocol）が使用されている。
ＤＨＣＰは、ＢＯＯＴＰプロトコルのメッセージフォーマットを拡張して、ネットワーク
端末にネットワークアドレスなどの設定情報を伝達するための仕組みを定めたプロトコル
である。
【０００３】
　ＤＨＣＰを用いた通信システムには、例えば、特許文献１、２に記載されたシステムが
ある。特許文献１のシステムは、クライアントからの設定要求情報をＤＨＣＰのオプショ
ンフィールドに設定する設定情報の種別を示す識別番号を格納する２バイト以上の第１の
フィールドと、設定情報を格納する第２のフィールドとを含むプロトコルを使用する。そ
して、サーバーはクライアントからの設定要求情報の第１のフィールドに含まれる識別番
号に対応する設定情報を第２のフィールドに設定し、この設定された設定情報をそのプロ
トコルを使用してクライアントに出力する。
【０００４】
　また、特許文献２には、ネットワーク上のアクセス先を検出してそのアクセス先の宛先
情報を取得する端末装置と、端末装置から取得した宛先情報を保持し、且つ、その端末装
置からフレームを受信した時に宛先情報に基づいてフレームの宛先をそのアクセス先とす
る少なくとも１つのユニキャスト用フレームを作成する監視装置とを有するシステムが記
載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１６２４６２号公報
【特許文献２】特開２００８－０２８９１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、既存のＯＳに実装されたＤＨＣＰサーバや多機能なルーターを組み合わせて
設定の自動化を実現することは不可能ではない。しかし、工事担当者は当然それらネット
ワーク機器に特化した知識が必要であり、誰でも簡単に工事が出来る訳ではない。つまり
、端末の設定知識だけでなく、サーバーやネットワークの知識技術も必要となり、工事担
当者の負担は少なくない。また、設定を自動化したいＩＰ端末が必要とする独自情報を汎
用サーバーが許容できないなどの制限が発生する場合があるため、一部の設定は、結局、
手動で登録せざるを得ないこともある。
【０００７】
　更に、複雑な作業或いは単調な作業でも膨大な作業ではミスを誘発する可能性も高まる
ので品質を保つのが難しくなる。このような背景から工事の信頼性向上を図るためには、
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可能な限り作業を単純化／自動化し、余裕を持って動作確認ができる方法を提供すること
が必要である。
【０００８】
　特許文献１には、ネットワークアプリケーションプログラムで使用される充分な設定情
報を得るためのシステムが記載され、特許文献２には仮想マシンからのブロードキャスト
を抑制するシステムが記載されており、ＩＰ電話機の設置工事を簡略化することに関して
は記載されていない。
【０００９】
　本発明の目的は、ＤＨＣＰを用いて１台の端末に設定した情報を同一ネットワーク内に
存在する端末に自動的に設定することで、設置工事の簡略化が可能な通信ネットワークシ
ステム、端末設定方法及びＩＰ電話機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の観点によれば、ネットワークに複数のＩＰ電話機が接続され、前記ネッ
トワークとは別の他のネットワークには、ＤＨＣＰサーバー及び前記ＩＰ電話機を集中管
理するためのセンター装置が接続され、前記別々のネットワークをルーターによって中継
する通信ネットワークシステムであって、前記複数のＩＰ電話機には、ＤＨＣＰサーバー
機能及びＤＨＣＰリレーエージェント機能が内蔵されており、予め前記複数のＩＰ電話機
のうち１つのＩＰ電話機に前記センター装置に接続するための基本情報及び端末固有情報
が設定され、当該ＩＰ電話機をマスター電話機として他のＩＰ電話機の設定を行う設定手
段を有し、前記設定手段は、前記ＩＰ電話機がＤＨＣＰリレーエージェントとして動作し
、前記他のネットワークに接続されたＤＨＣＰサーバーと通信することにより他のＩＰ電
話機に前記基本情報の設定を行い、且つ、前記ＩＰ電話機がＤＨＣＰサーバーとして動作
することにより他のＩＰ電話機に前記端末固有情報の設定を行うことを特徴とする通信ネ
ットワークシステムが提供される。
　また、本発明の第２の観点によれば、ネットワークに複数のＩＰ電話機が接続され、前
記ネットワークとは別の他のネットワークには、ＤＨＣＰサーバー及び前記ＩＰ電話機を
集中管理するためのセンター装置が接続され、前記別々のネットワークをルーターによっ
て中継する通信ネットワークシステムの端末設定方法であって、前記複数のＩＰ電話機に
は、ＤＨＣＰサーバー機能及びＤＨＣＰリレーエージェント機能が内蔵されており、予め
前記複数のＩＰ電話機のうち１つのＩＰ電話機に前記センター装置に接続するための基本
情報及び端末固有情報が設定され、当該ＩＰ電話機をマスター電話機として他のＩＰ電話
機の設定を行う設定手段を有し、前記設定手段により、前記ＩＰ電話機がＤＨＣＰリレー
エージェントとして動作し、前記他のネットワークに接続されたＤＨＣＰサーバーと通信
することにより他のＩＰ電話機に前記基本情報の設定を行う工程と、前記ＩＰ電話機がＤ
ＨＣＰサーバーとして動作することにより他のＩＰ電話機に前記端末固有情報の設定を行
う工程とを含むことを特徴とする通信ネットワークシステムの端末設定方法が提供される
。
　また、本発明の第３の観点によれば、ネットワークに複数のＩＰ電話機が接続され、前
記ネットワークとは別の他のネットワークには、ＤＨＣＰサーバー及び前記ＩＰ電話機を
集中管理するためのセンター装置が接続され、前記別々のネットワークをルーターによっ
て中継する通信ネットワークシステム、に接続される前記ＩＰ電話機であって、ＤＨＣＰ
サーバー機能及びＤＨＣＰリレーエージェント機能が内蔵されており、予め前記センター
装置に接続するための基本情報及び端末固有情報が設定され、当該ＩＰ電話機をマスター
電話機として他のＩＰ電話機に前記基本情報及び端末固有情報の設定を行う設定手段を有
し、前記設定手段は、当該ＩＰ電話機がＤＨＣＰリレーエージェントとして動作し、前記
他のネットワークに接続されたＤＨＣＰサーバーと通信することにより他のＩＰ電話機に
前記基本情報の設定を行い、且つ、当該ＩＰ電話機がＤＨＣＰサーバーとして動作するこ
とにより他のＩＰ電話機に前記端末固有情報の設定を行うことを特徴とするＩＰ電話機が
提供される。
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【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ＩＰ電話機がＤＳＨＣサーバー機能及びＤＨＣＰリレーエージェント
機能を内蔵するため、複数の端末の設定を自動化でき、ＩＰ電話機の設置工事を簡略化す
ることができる。また、単純ミスを減らすことができ、より工事品質を向上させることが
できる。更に、基本的な知識だけで工事を行うことができ、柔軟に工事計画を立てること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る通信ネットワークシステムの一実施形態の構成を示すブロック図で
ある。
【図２】本発明に係るＩＰ電話機の一実施形態を示すブロック図である。
【図３】本発明に係る通信ネットワークシステムの端末設定方法を説明するタイミングチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、発明を実施するための形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は本発
明に係る通信システムの一実施形態を示すブロック図である。図１は複数のＩＰ電話機と
、主装置（センター装置）及びＤＨＣＰサーバーとがルーターを介して別々のＬＡＮ上に
配置されたＰＢＸ／ボタン電話システムの例を示す。
【００１７】
　即ち、専用ＩＰ電話機Ａ（２００）、専用ＩＰ電話機Ｂ（２０１）、専用ＩＰ電話機Ｃ
（２０２）、…、がネットワークＮＡに存在し、ＤＨＣＰサーバー３００及び専用ＩＰ電
話機を集中管理するセンター装置３０１がネットワークＮＢに存在し、これら別々のネッ
トワークＮＡとＮＢをルーター１００が中継する基本構成を示す。
【００１８】
　本発明は、このようなＰＢＸ／ボタン電話システムにおいて、ＩＰ電話機の設置工事を
簡略化するため、ＩＰ電話機がＤＳＨＣサーバー機能及びＤＨＣＰリレーエージェント機
能を内蔵する。例えば、１台の専用ＩＰ電話機Ａ（２００）の設置・設定が実施され、次
にこの専用ＩＰ電話機Ａ（２００）がマスター電話機となって、他の専用ＩＰ電話機Ｂ（
２０１）、専用ＩＰ電話機Ｃ（２０２）、…、設置・設定を行う。
【００１９】
　基本情報は、専用ＩＰ電話機Ａ（２００）がＤＨＣＰリレーエージェントとして働き、
ＤＨＣＰサーバー３００と通信することで、専用ＩＰ電話機Ｂ（２０１）、専用ＩＰ電話
機Ｃ（２０２）、…、に設定される。また、端末固有情報は、専用ＩＰ電話機Ａ（２００
）がＤＨＣＰサーバーとして働くことで、専用ＩＰ電話機Ｂ（２０１）、専用ＩＰ電話機
Ｃ（２０２）、…、に設定される。
【００２０】
　基本情報には、例えば、ＩＰアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、
ＤＮＳサーバーアドレス、ドメイン名、ＳＩＰサーバー等がある。端末固有情報には、例
えば、Ethernet設定（Speed/Duplexなど）、ポート設定（RTP/SIP/HTTPなど）、音声品質
設定（ToS値/音声レベルなど）、エリアID（設置した国情報など）、暗号化設定、NAT設
定、セキュリティ設定等がある。
【００２１】
　専用ＩＰ電話機Ａ（２００）、専用ＩＰ電話機Ｂ（２０１）、専用ＩＰ電話機Ｃ（２０
２）、…、には、全てＤＨＣＰクライアント／ＤＨＣＰリレーエージェント／ＤＨＣＰサ
ーバーが実装されている。ＤＨＣＰクライアントは初期状態で有効、ＤＨＣＰリレーエー
ジェント／ＤＨＣＰサーバーは初期状態で無効である。
【００２２】
　専用ＩＰ電話機Ａ（２００）はＤＨＣＰクライアントを無効、ＤＨＣＰリレーエージェ



(6) JP 5273803 B2 2013.8.28

10

20

30

40

50

ント／ＤＨＣＰサーバーを有効とし、センター装置３０１との接続に必要な情報とＤＨＣ
Ｐサーバー３００との接続に必要な情報を設定しておく。専用ＩＰ電話機Ａ（２００）が
センター装置３０１と正常に通信できることを確認後、専用ＩＰ電話機Ｂ（２０１）、Ｃ
（２０２）、…、の電源をＯＮすると、専用ＩＰ電話機Ｂ（２０１）、Ｃ（２０２）、…
、は専用ＩＰ電話機Ａ（２００）を経由してＤＨＣＰサーバー３００からＩＰアドレス等
の基本情報を自動的に取得する。
【００２３】
　次に、専用ＩＰ電話機Ｂ（２０１）、Ｃ（２０２）、…、はセンター装置３０１への接
続に必要な情報をＤＨＣＰオプションとして要求し、専用ＩＰ電話機Ａ（２００）はこれ
に対して自身に設定済みの情報をＤＨＣＰオプションとして返信する。専用ＩＰ電話機Ｂ
（２０１）、Ｃ（２０２）、…、はこの情報を使ってセンター装置３０１と通信して自動
的にセンター装置３００と接続できる。
【００２４】
　図２は専用ＩＰ電話機Ａの一例を示すブロック図である。ここでは、専用ＩＰ電話機Ａ
の構成を説明するが、他の専用ＩＰ電話機Ｂ、Ｃ、…、の構成も同様である。専用ＩＰ電
話機Ａ（２００）は図２に示すようにＩＰメッセージ送受信部Ａ１と、ＤＨＣＰメッセー
ジ解析部Ａ２と、ＤＨＣＰクライアントＡ３と、ＤＨＣＰリレーエージェントＡ４と、サ
ーバーＡ５とを有する。また、設定データ管理部Ａ６と、呼制御の為に使用する電話機機
能アプリケーションＡ７と、ＧＵＩ表示部Ａ８とを含んでいる。これら各部はそれぞれ概
略次のように動作する。
【００２５】
　電話機機能アプリケーションＡ７は、ユーザーの電話機操作による操作情報の表示をＧ
ＵＩ表示部Ａ８に要求し、発信操作による呼制御をＩＰメッセージ送受信部Ａ１にメッセ
ージの送信を要求したり、或いは受信したメッセージの情報を受け取る。ＩＰメッセージ
送受信部Ａ１がＤＨＣＰメッセージを受信した場合には、それをＤＨＣＰメッセージ解析
部Ａ２に渡す。
【００２６】
　メッセージが他の専用ＩＰ電話機のＤＨＣＰクライアントからの基本情報の要求であり
、ＤＨＣＰリレーエージェントＡ４が有効である場合には、それをＤＨＣＰリレーエージ
ェントＡ４に渡す。メッセージが他の専用ＩＰ電話機のＤＨＣＰクライアントからの端末
固有情報の要求であり、ＤＨＣＰサーバーＡ５が有効である場合には、それをＤＨＣＰサ
ーバーＡ５に渡す。
【００２７】
　メッセージがＤＨＣＰサーバー３００からの応答であり、ＤＨＣＰクライアントＡ３が
有効である場合には、それをＤＨＣＰクライアントＡ３に渡す。なお、ＤＨＣＰクライア
ントＡ３とＤＨＣＰリレーエージェントＡ４／ＤＨＣＰサーバーＡ５は同時に動作できな
いものとする。設定データ管理部Ａ６は専用ＩＰ電話機がセンター装置３０１と接続する
為に必要な基本情報及び端末固有情報を管理する。
【００２８】
　次に、図１～図３を参照して本実施形態の動作を詳細に説明する。まず、工事担当者は
専用ＩＰ電話機Ａ（２００）にセンター装置３０１への接続に必要な基本情報及び端末固
有情報の登録を行う。基本情報には、上述のようにＩＰアドレス、サブネットマスク、デ
フォルトゲートウェイ、ＤＳＮサーバーアドレス、ドメイン名、ＳＩＰサーバー等が含ま
れている。専用ＩＰ電話機Ａ（２００）のＤＨＣＰクライアントＡ３は無効とし、ＩＰア
ドレスを固定とする。また、端末固有情報には、Ethernet設定（Speed/Duplex）、ポート
設定（RTP/SIP/HTTP）、音声品質設定（ToS値/音声レベルなど）、エリアID（設置した国
情報など）等が含まれている。
【００２９】
　工事担当者は専用ＩＰ電話機Ａ（２００）がセンター装置３０１に接続できることを確
認した後、ＤＨＣＰリレーエージェントＡ４及びＤＨＣＰサーバーＡ５を有効にする。Ｄ
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ＨＣＰリレーエージェントＡ４は、ネットワークＮＡ内からのＩＰアドレス要求をネット
ワークＮＢのＤＨＣＰサーバー３００に転送し、ＤＨＣＰサーバー３００がリースしたＩ
Ｐアドレスを受信する為、互いの固定ＩＰアドレスをそれぞれ設定しておく。
【００３０】
　次に、図３のＳ１を参照して専用ＩＰ電話機Ｂ（２０１）が基本情報を取得する手順を
説明する。Ｓ１は専用ＩＰ電話機Ａ（２００）がＤＨＣＰリレーエージェントとして動作
する手順を示す。ルーター１００はＩＰ電話機Ａ（２００）とＤＨＣＰサーバー３００間
のＤＨＣＰメッセージを中継するだけのため本図から省略する。また、情報取得後のセン
ター装置３０１への接続についても本図から省略する。
【００３１】
　まず、専用ＩＰ電話機Ｂ（２０１）の電源をＯＮにする。専用ＩＰ電話機Ｂ（２０１）
のＤＨＣＰクライアントＡ３は初期状態で有効になっており、ＤＨＣＰ ＤＩＳＣＯＶＥ
Ｒメッセージをブロードキャスト送信する。専用ＩＰ電話機Ｂ（２０１）から発信するＤ
ＩＳＣＯＶＥＲメッセージ（ブロードキャスト）はルーター１００を通過することはでき
ずネットワークＮＢには到達しない。
【００３２】
　専用ＩＰ電話機Ａ（２００）のＩＰメッセージ送受信部Ａ１はこのメッセージを受信し
てＤＨＣＰメッセージ解析部Ａ２に渡す。解析の結果、ＤＨＣＰ ＤＩＳＣＯＶＥＲメッ
セージは基本情報を要求していることが分かるので、メッセージをＤＨＣＰリレーエージ
ェントＡ４に渡す。
【００３３】
　ＤＨＣＰリレーエージェントＡ４はネットワークＮＢのＤＨＣＰサーバー３００に対し
てＤＨＣＰ ＤＩＳＣＯＶＥＲメッセージをユニキャスト送信する。ネットワークＮＢの
ＤＨＣＰサーバー３００は専用ＩＰ電話機Ｂ（２０１）にリースするＩＰアドレスを決定
し、ネットワークＮＡの専用ＩＰ電話機Ａ（２００）に対してＤＨＣＰ ＯＦＦＥＲメッ
セージをユニキャスト送信する。
【００３４】
　ＤＨＣＰ ＯＦＦＥＲメッセージを受信した専用ＩＰ電話機Ａ（２００）は、ＤＨＣＰ
リレーエージェントＡ４を経由して専用ＩＰ電話機Ｂ（２０１）に対してＤＨＣＰ ＯＦ
ＦＥＲメッセージを送信する。その後、専用ＩＰ電話機Ｂ（２０１）は、通常のＤＨＣＰ
手順（ＤＨＣＰ ＲＥＱＵＥＳＴ／ＤＨＣＰ ＡＣＫ）に従い、専用ＩＰ電話機Ａ（２００
）を経由してネットワークＮＢのＤＨＣＰサーバー３００から受信した基本情報を確定す
る。
【００３５】
　次に、図３のＳ２を参照して専用ＩＰ電話機Ｂ（２０１）が端末固有情報を取得する手
順を説明する。図３のＳ２は専用ＩＰ電話機Ａ（２００）がＤＨＣＰサーバーとして動作
する手順を示す。なお、端末固有情報にあるネットワークＮＡ内で共通に設定すべき情報
には専用ＩＰ電話機として独自にＤＨＣＰオプション番号が定義されている。専用ＩＰ電
話機Ｂ（２０１）のＤＨＣＰクライアントＡ３は基本情報を取得後、取得したい端末固有
情報のＤＨＣＰオプション番号をＤＨＣＰ ＩＮＦＯＲＭメッセージに記述してブロード
キャスト送信する。
【００３６】
　専用ＩＰ電話機Ａ（２００）のＩＰメッセージ送受信部Ａ１はこのメッセージを受信す
るとＤＨＣＰメッセージ解析部Ａ２に渡す。解析の結果、ＤＨＣＰ ＩＮＦＯＲＭメッセ
ージは端末固有情報を要求していることが分かるので、メッセージをＤＨＣＰサーバーＡ
５に渡す。専用ＩＰ電話機Ａ（２００）のＤＨＣＰサーバーＡ５は、要求されたＤＨＣＰ
オプション番号に該当する端末固有情報を設定データ管理部Ａ６から読み出す。
【００３７】
　ここで読み出す端末固有情報は専用ＩＰ電話機Ａ（２００）がセンター装置３０１との
接続に成功したものと同じである。この端末固有情報をＤＨＣＰオプションとしてＤＨＣ
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Ｂ（２０１）のＤＨＣＰクライアントＡ３はＤＨＣＰ ＡＣＫに記述されたＤＨＣＰオプ
ションから端末固有情報を取り出して設定データ管理部Ａ６に保存し、その情報を使って
センター装置３０１と接続を実行する。専用ＩＰ電話機Ｃ（２０２）、…、の設定も同様
の方法で行う。
【００３８】
　以上のように本実施形態では、ＩＰ電話機がＤＳＨＣサーバー機能及びＤＨＣＰリレー
エージェント機能を内蔵するため、複数端末の設定を自動化でき、ＤＨＣＰサーバー側の
オプション設定や端末１台１台の設定をする必要がない。そのため、ＩＰ電話機の設置工
事を簡略化することができる。
【００３９】
　また、工事担当者に余裕が生まれ、動作確認など品質チェックに十分な時間を費やすこ
とができるため、工事品質を向上させることができる。しかも、動作確認済みの端末の設
定を他の端末でそのまま使用できるため、単純ミスを減らすことができ、より工事品質を
向上させることができる。
【００４０】
　更に、ネットワーク系の工事について基本的な知識があれば、あとは端末の知識だけで
工事を完了することができる。つまり、工事担当者がＤＨＣＰサーバーにアクセスする必
要がない。そのため、工事担当者の制限が減り、優秀な工事担当者に集中していた作業を
分散でき、柔軟に工事計画を立てることができる。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　本発明は、ＩＰ電話機のように多数設置され、環境に応じて設定が必要となるＩＰ機器
においてその設定工事を自動化するのに有効である。
【符号の説明】
【００４２】
　　　　１００　ルーター
　　　　２００、２０１、２０２　専用ＩＰ電話機
　　　　３００　ＤＨＣＰサーバー
　　　　３０１　センター装置
　　　　ＮＡ、ＮＢ　ネットワーク
　　　　Ａ１　ＩＰメッセージ送受信部
　　　　Ａ２　ＤＨＣＰメッセージ解析部
　　　　Ａ３　ＤＨＣＰクライアント
　　　　Ａ４　ＤＨＣＰリレーエージェント
　　　　Ａ５　ＤＨＣＰサーバー
　　　　Ａ６　設定データ管理部
　　　　Ａ７　電話機能アプリケーション
　　　　Ａ８　ＧＵＩ表示部
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